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島根県告示第951号 (案１)

　　平成20年12月９日

区　　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

メートル メートル

町道 日須賀線
隠岐郡海士町大字御波
526番１地先から同町大
字崎779番２地先まで

8.00～
 75.00

1,880.00
隠岐支庁県土
整備局

海士町道

過疎地域自立促進特別措置
法第14条第１項による代行
事業

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

島根県知事　溝　口　善兵衛０

備　　　　考
道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称
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島根県告示第952号 (案１)

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

メートル メートル

前
12.00～
52.00

49.00

後
12.00～
38.00

49.00

前
7.50～
31.00

327.50

後
7.50～
31.00

327.50

前
5.00～
13.00

101.00

後
8.00～
21.00

101.00

前
7.00～
14.00

190.00

後
7.00～
25.50

190.00

益田市美都町山本イ313
番１地先から同イ310番
９地先まで

前
5.00～
6.00

103.00

益田市美都町山本イ317
番１地先から同イ310番
９地先まで

後
6.00～
45.00

181.00

道路改良工事

拡幅

〃 美都匹見線
益田県土整備
事務所

道路改良工事

拡幅

区域の延伸

〃
大田井田江
津線

大田市温泉津町萩村
1112番７地先から同町
井田イ875番地先まで

県央県土整備
事務所大田事
業所

〃 吉田頓原線
雲南市吉田町吉田3128
番３地先から同3120番
６地先まで

道路改良工事

拡幅

一般国道 191号
益田市美都町山本イ326
番３地先から同イ326番
２地先まで

益田県土整備
事務所

道路改良工事

減幅

県　　道 掛合大東線
雲南市木次町大字日登
425番２地先から同町寺
領539番４地先まで

雲南県土整備
事務所

交通安全工事

拡幅及び減幅

事業用地と交換

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考変更前
後の別

島根県知事　溝　口　善兵衛０

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

 平成20年12月９日
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島根県告示第953号 (案１)

メートル

県　　道
本庄福富松江
線

松江市西尾町27番８地先から同町24番
８地先まで

144.00
平成20年
12月９日

松江県土整備
事務所

雲南市吉田町吉田3145番１地先から同
3140番１地先まで

195.00
平成20年
12月９日

雲南市吉田町吉田3128番３地先から同
3120番６地先まで

101.00
平成20年
12月９日

浜田市三隅町黒沢200番１地先から同
199番７地先まで

60.00
平成20年
12月９日

浜田市三隅町黒沢199番５地先から同
180番２地先まで

178.00
平成20年
12月９日

〃 美都匹見線
益田市美都町山本イ317番１地先から同
イ310番９地先まで

181.00
平成20年
12月９日

益田県土整備
事務所

〃 六日市錦線
鹿足郡吉賀町六日市467番３地先から同
485番１地先まで

118.00
平成20年
12月９日

益田県土整備
事務所津和野
土木事業所

〃
黒沢安城浜田
線

浜田県土整備
事務所

備　　　考

〃 吉田頓原線
雲南県土整備
事務所

道路の
種　類

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 延　長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機 関 の 名 称

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

 平成20年12月９日

島根県知事　溝　口　善兵衛０
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